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＜総説＞

抄録
住宅の選択行動は複雑である．「健康性」，「快適性」が選択条件の上位になることは少なく，一方
で，居住後に不満に思う割合は多い．2018 年に示されたWHO housing and health guidelinesでは，過
密居住の解消，過度の寒さを回避し 18℃以上を確保すること，過度な暑さを解消すること，家庭内
事故を防止すること，バリアフリーについて提言が行われている．こうした背景のもと，日本におけ
る住宅の選択行動を取り巻く状況を統計的データ，法制度，既往研究を参考にしながら，日本の住宅
の選択実態について概観する．そして，健康で快適な住宅の選択行動に関し，「介入のはしご： The 
intervention ladder」を軸としながら日本とイギリスの住宅政策における介入状況について考察する．
日本では，既に性能表示制度や建築物省エネルギー法などの整備，CASBEE健康チェックリスト等の
開発が積極的に進められているものの，住宅の居住性能を評価・判定し，必要に応じて改修命令を出
すことのできるイギリスの法制度と比較すると，日本の介入レベルは高くない．居住リテラシーの醸
成やインセンティブを用いた誘導政策等が実施されているものの，健康やQOLの観点からも適切な
住宅の選択行動をアシストできる何らかの仕組みが求められる．

キーワード：住宅と健康，快適性，選択行動，介入のはしご

Abstract

Housing selection behavior is complex. The WHO housing and health guidelines in 2018 make recom-
mendations for eliminating overcrowding, avoiding excessive cold and ensuring a temperature of 18 °C 
or higher, preventing excessive heat, preventing accidents in the home, and providing barrier-free access. 
This paper reviews the situation surrounding housing selection behavior in Japan, with reference to statis-
tical data, legal systems, and previous studies. The paper then reviews the state of intervention in housing 
policy in Japan and the UK, based on “the intervention ladder” concerning healthy and comfortable housing 
selection behavior. In Japan, although the development of the Performance Indication System, the Building 
Energy Conservation Law, and the CASBEE health checklist has already been actively promoted, the level 
of intervention in Japan is not high compared to that in the UK, which has a system for determining the 
occupant performance of housing and issuing renovation orders, as necessary. The level of intervention in 
Japan is not high. Although policies to enhance residential literacy and to guide people through incentives 

特集：多様な分野の行動変容研究と社会実装の現在
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I．はじめに

住居費負担割合は世帯平均で 15％程度，収入が低く
なればなるほどその負担率は上がり[1]，住宅の環境品
質は確保できなくなる．一方で，住居費負担が低い世帯
であっても適切な室温や空気環境が確保されている保障
はどこにもない．WHOは，都市密集化と気候変動が健
康に大きな影響を及ぼしつつあるとし，住宅の性能向上
により健康と生命を守り，かつQOL増大と貧困減少に寄
与すべく，住まいと健康に関するガイドライン[2]を発
行した．近年，日本でも家屋内での熱中症発症が 40％
を超える事態も報告されているが[3]，住宅の性能改善
による根本的解決に向けた議論は活発ではない．こうし
た状況はどのような意識によるものなのだろうか．住宅
の選択行動を取り巻く状況・法規制等を概観するととも
に，イギリスの事例を紹介しながら，健康で快適な住宅
の選択行動について考えてみる．

II．住宅の不動産価値の評価

住宅の選択は，その実行段階において主体者（居住
者）の意思による選択行為を伴う．購入に関しては，分
譲市場と流通市場の異なる 2タイプの市場を形成してお
り，建築基準法や都市計画法などのほか，宅地建物取引
業法，民法，不動産登記法，区分所有法など多くの法的
手続きが関連する（図1）[4]．賃貸借に関しては，民法，

借地借家法，消費者契約法に基づき賃貸借契約が行われ
るが，近年，転貸借（サブリース住宅）などの点から賃
貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（賃貸住宅管
理業法）も施行されている．買主或いは借主の立場に立
てば当然，これらを全て理解することは困難であり，そ
こには構造的な情報（量）の非対称性が存在している．
そのため，不動産に関しては，契約自由の原則の例外が
法律によって設けられている．
不動産の表示に関する公正競争規約[5]は，不当表示
内容について定めたものである．健康・快適性に関する
記載は「建物の保温・断熱性，遮音性，健康・安全性そ
の他の居住性能について，実際のものよりも優良である
と誤認させるおそれのある表示」を禁止，また「住宅の
品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）
の規定に基づく住宅性能評価，住宅型式性能認定又は型
式住宅部分等製造業者の認証に関する事項について，実
際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表
示」を禁止している．ただ，健康・快適性に関する性能
評価が正しく実施されているとは限らないし，またこれ
らの情報が全て正しく開示されているとは限らない．
趙ら[6]は，「情報は，情報として選択されてはじめて
情報となり，情報を利用する人の知識や認識水準によっ
てその価値が異なる」ことを指摘し，「情報の提供とい
う情報発信の問題とともに，その背後にある情報受信者
の情報選択の問題，情報認識の問題も一緒に検討する必
要がある」と述べている．また趙ら[6]によると，一般

have been implemented, some mechanisms are required to assist appropriate housing selection behavior 
from the viewpoint of health and quality of life.
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図1　不動産に関する関連法規
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図2　住生活総合調査結果（平成30年，国土交通省住宅局）

(a) 住宅の個別要素に対する不満率（非常に不満，多少不満の割合） (b) 住宅に関して重要だと思う項目（8つまで回答）

に住宅購入者は，住宅の品質・性能，保証に対して関心
が低く，積極的に情報入手を行わず，直観に依存して選
択していると結論づけている．

III．住宅に関する情報発信の環境整備

一般に，不動産には経済価値に基づく評価と利用価値
に基づく評価の 2種類がある．前者はランニングコスト
や収益性を考慮した合理的意思決定を行っているとされ
る非住宅（オフィスビル等）に多く，後者は住宅に多い．
健康・快適にかかわる価値は利用価値に該当し，経済価
値を追求する視点ではコスト上昇要因と捉えられること
が多い．図 2は国土交通省が 5年に 1度実施している住
生活総合調査[7]の結果である．住宅の個別要素（16 項
目）に対する不満率を「非常に満足」，「多少満足」「多
少不満」「非常に不満」の 4段階尺度で評価し，そのう
ち「非常に不満」，「多少不満」の合計割合を示したもの
である．その結果，空間の環境質に影響する3項目は，「遮
音性」3位（42.9％），「断熱」5位（38.6％），「換気の良さ（臭
い，煙などが残らない）」13 位（25.9％）という結果で
あった．一方，住まいの選択に対する重要項目は居住環
境を含めた32項目のなかから最大8個を選択する方式で
あり，そのうち住宅要素 16 項目のなかでは，「遮音性」
14位（10.5％），「断熱性」12位（10.9％），「換気の良さ（臭
い，煙などが残らない）」16 位（7.1％）という結果であ
る．遮音性，断熱性は不満があるにも関わらず，住まい
の選択に対しては重要項目とは考えていないことがわか
る．健康性にも深く関連する「換気の良さ」は 16 個の
選択肢の中で不満度，重要度ともに下位にランクされて
いる．総合的な満足度を高めることを目標とすると，そ
の従属変数となる利用価値と経済価値は異符号の関係に
なる場合が多いが，少なくともこの意識調査結果からは，
室内環境に影響する要素に対する改善要望の度合いは高
いとは言えない．

IV ．住宅に関する情報価値に基づいた意思決定
構造

新倉ら[8]は，買い手の情報収集手段の選択に着目し，
購入後の住宅満足度に与える影響について構造方程式モ
デリングを用いた考察を行っている．個人属性，情報収
集手段（住宅情報誌，折り込み広告，不動産情報ウェ
ブサイト，知人等の紹介，住宅展示場，通りすがり等），
情報収集期間，住宅属性（一人当たり延床面積，築年
数，駅からの距離，戸建・集住，相続有無）をサンプリ
ングしており，物件単体の情報項目が多いというわけで
はない．分析の結果，1物件あたりの情報収集項目の多
さよりも，多くの物件を早いタイミングで比較できるこ
と，不動産ウェブサイトを通じて施工会社の情報を積極
的に収集した購入者ほど満足度が高い，という結果を得
ている．施工会社の実績から品質を含め多くの環境性能
情報を入手・把握できている可能性があるが，残念なが
ら分析結果の中に埋もれていて判別できない．このケー
スは不動産としての住宅選択に関する検討であるが，環
境負荷削減をモチベーションとした住宅選択に関する理
論的検討が，萩島ら[9]，出口ら[10]，藤崎ら[11]によっ
て行われている．萩島ら[9]は住宅購入に対し500万円も
しくは 1000 万円の特別配当金が与えられた場合に環境
機器（太陽光発電，太陽熱温水器），床面積の増加，家
電・家財の質向上，最寄り駅までの距離短縮のどこに配
分するかをコンジョイント分析（選択型及びペアワイズ
型）により検討している．その結果，環境配慮行動より
も床面積増を選択するという割合が多く，経済的余裕の
ある回答者ほどエネルギー削減に価値を認めていると結
論付けている．出口ら[10]は，環境意識，業者或いはア
ドバイザーからの情報の有無，環境技術・補助金等に関
する情報の有無，費用便益の満足度，技術のイメージ
の 5要素を仮定して検討を行い，費用便益の満足度はコ
ンジョイント分析で，普及率の予測はロジスティック回
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帰分析で構築したモデルで予測可能としている．これら
はいずれも質問紙調査であり，質問項目に応じた結果や
またモデルでしかない点，また非合理的と考えられる意
思決定を経済的便益に置き換えている点において，ある
種直感的な或いは非合理な意思決定の構造を明らかには
できていない．藤崎ら[11]は住宅の省エネルギーの普及
策に関して検討しているが，住宅の高断熱化によっても
たらされる直接的エネルギー便益（Energy Benefits，以
下EBs）と健康維持増進効果や災害発生時における生
活継続効果などの間接的エネルギー便益（Non Energy 
Benefits，以下NEBs）の 2つの面から，経済的インセン
ティブや便益に関する情報提供の内容（質・量）につい
て検討している．アンケート調査結果をロジスティック
回帰分析することにより，新築・改修に関して各種施
策や情報提供の効果を定量化しており，新築に関して
は，健康維持増進効果の情報提供で13.2ポイントの増加，
温熱環境の改善効果の情報提供で20.3ポイントの増加と
予測している．一方，海外では少し様子が異なる．国に
よって状況は異なるが，例えばオーストラリアを例とし
てZedanら[12]が行った新築住宅の省エネ性能に関する
ソシアルネットワーク分析では，施主と設計者，施工者
の 3者の協働が，学術成果や法律・施策よりも影響度が
強いことが示されている．すなわちオーストラリアの場
合，省エネ性能に関する意思決定の場に設計者・施工者
が既に参加し，単なる情報提供にとどまらない，性能に
関するコンサルティングを行う土壌が存在していること
を意味する．

V．住宅性能に関する評価制度

先行研究結果から，適切な情報が提示されれば断熱気
密性能の高い住宅を選択する可能性は示されているもの
の，日本は公的・中立的情報にアクセスしにくい．一方
で，不動産販売の営業手段の一環として流通している情
報にはアクセスしやすいが，その確度に対する懸念もあ
り，健康性・快適性のアピール度合いは必ずしも高いと
は言えない．而して，セールストークや個人の感想では
なく，中立公平な性能評価ルールが求められることにな
る．
住まいの性能見える化に関するしくみとして「住宅

の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」[13]があ
る．1990 年代に検討され 2000 年に法制化されたのであ
るが，欠陥住宅に係る紛争の増加，阪神淡路大震災等の
地震災害，高齢者等への配慮などを背景として，住宅の
クオリティを客観的に評価したいというニーズの高まり
があった．品確法の住宅性能評価項目として，①構造の
安定，②火災時の安全，③劣化の軽減，④維持管理への
配慮，⑤温熱環境，⑥空気環境，⑦光・視環境，⑧音環境，
⑨高齢者等への配慮の9つのカテゴリがあり，28の事項
を等級表示する内容となっている．この評価は任意かつ
有料であり，当初は設計住宅性能評価（戸建住宅）で0.6％

（平成12年度）の利用率だったが，直近では30.9％（令
和3年度）にまで増えてきている[14]．
一方，直接的に環境性能をレーティングする環境性
能評価ツールの開発が 2000 年代に世界各地で進められ
た．ベルリンの壁崩壊後，地球環境問題が国際政治の主
要な関心事へと移行，環境配慮評価ツールが注目され，
イギリスのBREEAM，アメリカのLEEDをはじめ，世界
各国で多くのツールが開発・運用されている．日本で
はCASBEE（Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency，建築環境総合性能評価システ
ム）が国土交通省主導で開発され，住宅系では戸建住
宅用としてCASBEE-戸建（新築・既存），集合住宅用の
CASBEE-住戸ユニット（新築）が，既存戸建用として
CASBEE-レジリエンス住宅チェックリスト，CASBEE-
住宅健康チェックリスト，CASBEE-すまい（改修）チェッ
クリストが作られている[15]．
次に建築物の省エネルギーに関する法規制についてで
ある．海外では省エネルギーに関する規制・基準が法的
に義務付けられている国が多い．日本は石油ショックを
契機として昭和 54 年に「エネルギーの使用の合理化等
に関する法律」が施行，昭和 55 年に「住宅に係るエネ
ルギーの合理化に関する建築主の判断の基準」（通産省・
建設省告示第 1号）及び「住宅に係るエネルギーの合理
化に関する設計及び施工の指針」（建設省告示第195号）
の運用を開始しているが，住宅に関しては努力義務に留
まっていた．平成 27 年，建築物のみを対象とする「建
築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」（建
築物省エネルギー法）が公布となり，省エネルギーに関
する法的義務を課せるようになった．住宅に関しては，
令和 3年 4月 1日より省エネ性能の説明義務化が施行さ
れ，設計者・施工者は原則省エネ性能を施主に伝えなけ
ればならなくなった．なお，令和 7年 4月 1日から全て
の建築物は省エネ性能に適合することが義務化される．

VI．住宅と健康

1．住宅の温熱環境と健康
室内温熱環境の調整は，暖冷房機器のON・OFFを居
住者が行う場合もあれば，例えば設計段階から断熱性能
等級 7（住宅の品質確保に関する法律の断熱性能等級の
うち最高ランク）の住宅を計画してほぼ無暖房で生活す
るレベルまであり，その性能差やコスト差は小さくはな
い．そしてその室内温熱環境の調整動機は，不快ではな
い温熱感を求める個人の温熱感覚や意識，環境負荷削減
を念頭においた社会的・経済的理由まで多様である．中
庸な温度環境に馴化すると耐性が衰えるという理由で断
熱化を拒むケースも筆者はこれまでに経験している．
現状の住宅ストックのうち，現行省エネ基準を満た
しているものは11％であり，30％が無断熱，S55基準が
37％，H4 基準が 22％となっている．つまり令和 7年度
以降，これら現行省エネ基準を満たさない 89％の住宅
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は既存不適格となる．大部分の戸建住宅は地域工務店に
より建設され，その技術レベルにはばらつきがある．ま
た，それ以上に暖房範囲（部分暖房，全体暖房），暖房
時間（連続・間欠），室内間仕切りドアの開閉状態やパッ
シブデザイン，熱交換換気設備の有無或いは暖房設備の
種類によって，断熱性能等級の違いが逆転することも起
こり得る[16]，[17]．
一方，健康に対する室温の扱いはどうであろうか．住

まいと健康に関して，平成 19 年に国土交通省が健康維
持増進住宅研究委員会（委員長：村上周三）を設立，健
康影響低減部会（部会長：吉野博），健康増進部会（部
会長：田辺新一），設計ガイドライン部会（部会長：小
泉雅生），健康コミュニティガイドライン部会（部会長：
伊香賀俊治）の 4つの部会と 12 のWGが設置された[18]．
この研究委員会で検討された内容が多くの研究成果とし
て公表され例えば，[19]-[22]，またCASBEE健康チェッ
クリストなど 50 項目で診断するシステムなどを開発・
公開している[15]．伊香賀[20]は，スマートウェルネス
ハウス全国調査を行い，在宅中の居室平均温度 18℃以
下が 6割，居間最低室温，寝室平均室温，脱衣所在室時
間平均室温が18℃以下である割合が9割であること，経
済格差が室温格差につながることなどを明らかにしてい
る．堤ら[21]は，住環境満足度がストレスと健康に及ぼ
す影響について明らかにしている．

Umishioら[22]は，47 都道府県 2500 世帯を対象に，断
熱改修効果について 5000 人以上の非RCT前向き介入研
究を実施し，断熱改修をすることによって高血圧状態を
有意に低下させることを明らかにしている．予防医学分
野でも室温と血圧に関する大規模コホート研究が進めら
れており，室温と血圧の関係[23]や，寒冷暴露や光曝露
すなわちメラトニン分泌量が血圧サーカディアン変動に
影響することなどが明らかになっている[24]．

2．住宅の空気環境と健康
健康に影響を及ぼす空気中物質は，主にガス状物質
と浮遊微小粒子状物質がある．ガス状物質にはVVOC，
VOC，SVOC，微生物の代謝過程において発生するアル
コール類やケトン類等のMVOC等があり，また，浮遊微
小粒子状物質は，粉じん，ヒューム，煙，ミストなどの
固体・液体のエアロゾルと浮遊微生物（真菌，細菌，ウ
イルス等）に分類される．これらの物質は呼吸器系器官
を経由して体内に侵入するが，ガス状物質はガス交換に
伴う血中移行成分により何らかの生体反応を引き起こし，
また浮遊粒子状物質は，気管，気管支，細気管支，肺胞
等に沈着，長期間を経て細胞線維化或いはガン化の原因
となることが知られている[25]．
シックハウス問題が顕在化した 1990 年代は，省エネ
化の一環として住宅の気密性能が向上，ホルムアルデヒ
ドやクロルピリホスなど建材や防蟻剤由来のガス状物質
が問題視された．そして建設省（当時）が主体となって
平成 8年に健康住宅研究会が設置され，住宅生産者向け

のガイドラインや消費者向けのユーザーマニュアルなど
が作成されている[26]．そののち，国土交通省が主体と
なって室内空気対策研究会やシックハウス対策技術の開
発（シックハウス総プロ）が実施され，化学物質汚染の
実態が明らかになるとともに[27]，[28]，並行して日本
建築学会等でも研究が進み，平成 15 年のシックハウス
法（改正建築基準法）へと繋がっている．室内浮遊微粒
子の健康影響も指摘されているものの[29]，諸外国に比
べると日本は活発ではない．AIVC（Air Infiltration and 
Ventilation Centre）は，OECD加盟国で構成されるIEA（国
際エネルギー機関）の一部門であり，こうした室内空気
質の技術的対策について多くのTechnical noteを発行し
ている．このうちTechnical note 68 Residential ventilation 
and health [30]は，居住域換気と健康をテーマにガス状
物質，浮遊微小粒子状物質の区別なく扱っている．特に
健康影響の観点では，障害調整生命年（DALYs）で比較
可能であることが示されている．

VII．社会保障としての住宅政策

所[31],[32]，土橋[33]，[34]によるイギリスの社会制度
の研究を例に，社会保障と住宅について考えてみたい．
イギリスでは，住宅政策は社会政策の主要な領域の一つ
であり，戦後の社会的住宅の供給拡大とサッチャー政権
下での民営化転換，その後の持ち家或いは民間賃貸住宅
の拡大という大きな変化を辿っている．また，イギリス
ではエネルギー貧困（Fuel poverty）が大きな社会問題
となり，公衆衛生上の理由から最低室温 18℃を確保す
ることが義務付けられ，低所得者層（貧困層）には社会
保障政策の一環として暖房費を支出する仕組みが作られ
ている．Warm front scheme（2010-2015，のちにGreen 
dealに引き継がれている）[35]では，断熱改修のための
補助金申請も可能としており，単なるエネルギー料金補
助に留まらない根本的な対策も行われている．
一方，日本の寒冷地，北海道にも，低所得者層向けの
福祉灯油制度（生活保護受給世帯は除く）や燃料手当（寒
冷地手当）といった制度がある[36]．生活保護世帯は冬
季加算基準により11～3月の生活扶助基準に上乗せして
光熱費等の増加需要に対応するものとして支給される．
暖房熱量は建物断熱性能に反比例し，基本的に低所得者
層向け住宅は断熱性能が高くない．断熱リフォーム支援
制度は日本でも行われているものの，カーボンニュート
ラルを実現するための住宅省エネ化支援補助事業であり，
低所得者層向けに限定していない．従って住居費にコス
トを割けない低所得者層の住宅改善は望むことが難しい．
イギリスの場合，貧弱な住居（Poor Housing）と不
健康状態との関連性は，公衆衛生法（Public Health Act, 
1875）で既に明確に示されている．そして，住宅法
（Housing Act 2004）において持ち家所有者や家主に
HHSRS（Housing Health and Safety Rating System）に則っ
て住宅状態をアセスメントすることを義務付けており，
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不十分な性能の場合，自治体が改善命令を出すことがで
きる．さらにHomes（Fitness for Human Habitation） Act 
2018 において，賃貸住宅の借主に改善を要求できるよう
に改正されている．

HHSRSは，住宅に起因する様々な健康被害を定量化
するツールである．評価項目としては，階段の危険性や
過度な寒さ，ダンプネス，やけど等など 29 の項目につ
いてスコアを算出，4段階のハザードレベルに分類する
[37]．この評価システムは家庭内での健康影響要素（換
気関連では，1.Damp, mould growth, etc., 5. Biocides, 6. 
Carbon monoxide and fuel combustion products, 9. Uncom-
busted fuel gas, 10. Volatile organic compoundsなど）がエ
ビデンスに基づいて健康影響評価できるように設計され
ている．いずれにしても人間の居住に適する住宅の提供
は所有者の責務であり，その状態を実現しなくてはなら
ないことが法的に定められている．さらに低所得者層を
ターゲットにすることで必然的に全ての建築物に適用さ
れる性格のものとなる．

VIII．介入のはしご

政策を評価検討するための補助ツールである「介入の
はしご：The intervention ladder」[38]は，公衆衛生，予
防医学分野でよく参照されている．個人の意思決定は，
最終的に個人の健康状態に大きく影響する可能性がある
ものの，他社危害排除の原則に基づけば，どのような行
動をとるのかは個人の自由であり強制はできない．しか
し，集団・社会の健康状態を良き方向に導くためには，
公衆衛生政策として行動変容を促すことが必要であり，
そのための戦略について，政策立案・施行サイドの目線
でまとめられたものである（表 2，［38］p.42, box3.2 を
もとに一部改変）．「個人の保健行動」を「住宅の選択行
動」と置き換えて，これまで述べてきた内容を振り返っ
てみたい．
なお，この内容を紹介している和文論文等では上から
順にレベル数字を振っているが，はしごを登るという意
味では下からレベル数字を付けるのが順当なので，表 2
では下からつけてある点にご注意願いたい．

表１ 住宅の健康安全性評価システム（イギリス）

Housing Health and Safety Rating System, Department for Communities and Local Government 

室内温熱環境・空気質 

1 Damp and Mould growth 湿気とカビの発生

2 Excess cold 過度の寒さ

3 Excess heat 過度な暑さ

4 Asbestos and MMF アスベストと繊維系断熱材

5 Biocides 殺虫剤

6 Carbon monoxide and fuel combustion products 一酸化炭素および燃料燃焼生成物 
7 Lead 鉛

8 Radiation 放射線

9 Uncombusted fuel gas 不完全燃焼ガス

10 Volatile organic compounds 揮発性有機化合物

室内住環境・防犯対策 

11 Crowding and space 室内の過密度

12 Entry by intruders 侵入者対策

13 Lighting 照明

14 Noise 騒音

衛生・感染症対策 

15 Domestic hygiene, pests and refuse 衛生害虫，ゴミ

16 Food safety 食品安全

17 Personal hygiene, sanitation and drainage 洗面・浴室・トイレ，洗濯，排水 
18 Water supply 水

家庭内事故対策 

19 Falls associated with baths etc. お風呂場における転倒

20 Falling on level surfaces etc. 平滑面における転倒(300mm 未満） 
21 Falling on stairs etc. 階段からの落下

22 Falling between levels 段差での転倒(300mm 以上） 
23 Electrical hazards 感電

24 Fire 火災

25 Flames, hot surfaces etc. 燃焼，高温表面など

26 Collison and entrapment 硝子衝突，ドア等における挟み込み

27 Explosions 爆発

28 Position and operability of amenities etc. アメニティ等の位置や操作性

29 Structural collapse and falling elements 躯体の腐食劣化と落下

表１　住宅の健康安全性評価システム（イギリス）
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表2　The intervention ladder（[38],p.42, Box3.2をもとに一部改変）

Level 8 Eliminate choice. Regulate in such a way as to entirely eliminate choice. 

Level 7 
Restrict choice. Regulate in such a way as to restrict the options available to people 
with the aim of protecting them. 

Level 6 
Guide choices through disincentives. Fiscal and other disincentives can be put in 
place to influence people not to pursue certain activities. 

Level 5 
Guide choices through incentives. Regulations can be offered that guide choices by 
fiscal and other incentives. 

Level 4 Guide choices through changing the default policy. 

Level 3 Enable choice. Enable individuals to change their behaviors. 

Level 2 Provide information. Inform and educate the public. 

Level 1 Do nothing or simply monitor the current situation. 

「Ⅱ．住宅の不動産価値の評価」は住宅の客観的かつ
正当な評価を示す段階であり，マーケットが正しく機能
するための準備レベル（レベル1）である．
「Ⅲ.住宅に関する情報発信の整備」は，レベル 2に
該当するだろう．どのような住宅を選択するかによって，
個人の健康性・快適性に影響を及ぼし得るが，正しい情
報を獲得し判断できるリテラシーを身に着ける必要があ
る．不動産選択の段階で何を重視するのか，個々人によっ
て評価の重みは異なる．
「Ⅳ．住宅に関する情報価値に基づいた意思決定構
造」では，現状をモニタリングし，その意思決定構造を
明らかにしようとしている先行研究，特に現状の住宅選
択構造の解明や環境配慮行動の位置づけを理解するとい
う意味で，現状モニタリング（レベル 1）の研究が多い
ことを示した．一方，EBs，NEBsに関する情報提供と
経済的インセンティブによって誘導する仕組みはレベル
2，レベル5にあたると考えられる．
「Ⅴ．住宅性能に関する評価制度」で示した性能表示
制度やCASBEE，BREEAM，LEED等は単に情報提供を
行うレベル 2にとどまらず，インセンティブや規制など
にも使えるツールとして様々なレベルに利用可能である．
「Ⅵ．住宅と健康」は，レベル 3に資するエビデンス

について扱っており，すべての政策のベースをなすもの
と考えてよい．
「Ⅶ．社会保障としての住宅政策」では，特にイギ

リスの例を中心に公衆衛生上の理由からどのような情
報整備が行われているのかを紹介した．Housing act2004，
Homes（Fitness for human habitation）act 2018 で利用さ
れる評価システム（HHSRS）は，健康阻害或いは家庭
内事故を防止する観点でかなり異質であり，介入のはし
ごではレベル 8に相当する．住宅の室内温熱環境・空気
質，室内住環境・防犯対策，衛生・感染症対策，家庭内
事故対策に関しては，個人がその状態について改善する
余地がない場合，公的にその最低品質を保証するしくみ
である．

IX．おわりに

個人の自由意志の選択の結果として現存する日本の住
宅の実態について，法制度や政策，研究の観点から概観
してみた．また，WHOやイギリスの事例を紹介しながら，
世界における健康で快適な住宅の位置づけについて紹介
した．
日本では，イギリスのHousing act2004, Homes（Fitness 

for human habitation） act 2018 に類する法律は，昭和 40
年代に議論されたことがあるものの，現在のところまだ
制定されていない．厚生労働省は，「快適で健康的な住
宅に関する検討会議」（平成7～10年）を開催し，「住ま
い手が快適で健康に暮らすための居住環境のチェックリ
スト（戸建住宅編・集合住宅編）」[39]を作成・公表し
ているものの，活用されている状況は寡聞にして知らな
い．イギリスの住宅政策は，介入のはしごの最上段（レ
ベル 8）に相当する枠組みを提供しているが，そもそも
健康を阻害する要因が住宅内に存在しないということが，
全ての住宅が達成すべき最低基準であるということであ
ろう．住宅と健康に関する様々な研究成果が蓄積され，
またWHOのガイドラインも示されている現在，我が国
においても適切な住宅の選択行動のあり方について，改
めて議論を始めてもよいのかもしれない．

利益相反

本研究について開示すべきCOIはない．
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